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各業種の実質GDPに占める割合(2021)

資料：内閣府「国民経済計算」より、MRIにて作成

⚫ サービス産業の定義は一律には存在しないが、一般的には広義と狭義に大別され、広
義は第３次産業を指し、狭義では飲食、宿泊などの業種が対象とされる。

⚫ 本WGの対象として、①広義のサービス産業に加え、②その他の産業を含め、顧客への
提供・利用、顧客との共創についても（サービスビジネス等）、スコープに含める。

⚫ 規格体系としては、①個別業種を対象としたサービス規格に加え、②一般的な業種横
断的な規格において、顧客への製品・サービスの提供・利用、顧客との共創に関するも
のついても、議論対象とする。（他方、「製品規格」のように、製品製造に関する規格については、議論
対象外とする）
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【業界標準】エステティック業界での活用イメージ例【類型A・E・F・G】

⚫ 独自の業界認証（サロン・試験・機器）で、業界全体の品質を担保し、悪質なサー
ビスと差別化。現在、サロン認証をベースにしつつ、JIS化を推進中。

（標準化の概要）
• 既存の業界認証をベースに要件事項を追加してのJIS化を
目指した取組。

• エステティックサロン認証：エステティックサロン認証とは経済
産業省の報告書に基づいた「認証基準」に見合っていると総
合的に認められたサロンに対し認証を付与。安心安全なサロ
ンを証明

• エステティシャン試験制度認証：「エステティシャン指針」に
基づき、エステティシャンの能力養成と能力試験を実施する
試験制度を公平・中立的な立場で第三者的に認証。信頼
できるエステティシャンを実証

• エステティック機器認証制度：エステティシャンがサロンで使
用するエステティック機器に関する安全性を確保。

（背景）
• 余暇・健康市場の中でも高成長が見込まれる市場とし
て期待される一方、多くの消費者問題が報告されており、
適正な契約・取引や必要な技能を有する者がサービス
を行う等、消費者の信頼を得ることが不可欠。

• 法的に参入規程がなく業界団体への参加も不要。業
界団体への加入割合も低い。

• 特商法に関する法令遵守が曖昧。不当な契約を行う
事業者で産業自体の信用毀損。

（目的）

• 相談・苦情件数の多い不当な契約や取引への適切
な対応

• 消費者への情報提供の枠組みを構築し、エステティッ
ク産業の信頼性を向上

• 適正なサービスを提供できる施術者を育成し、産業
発展に貢献

（標準化のメリット）
• 業界全体の健全化と品質担保
• 標準に基づく施術者の育成による安定したサービスの提供
• エステティック業界の信頼性の向上
• 消費者との間で適正な契約により、公正・公平にサービスを
提供
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【参考】エステティック業界での標準の活用イメージ例【類型A・E・F・G】

【標準化の概要】（詳細）

エステティックサロン認証

⚫ 安全・安心なサロンを証明
⚫ 認証範囲

➢ 消費者との間で適正な契約・取引等を行っている（契約の適正化）
➢ 安全なエステティックサービスを提供する上で必要な知識と技能等を有した者

がエステティックサービスを行っている（施術者の質の担保）

⚫ 認証基準の内容
➢ サロンの運営管理体制、集客・広告、消費者相談窓口の設置、契約の適正化、

確認及び改善

エステティシャン試験制度認証

⚫ 信頼できるエステティシャンを実証
⚫ 「エステティシャン指針」に基づき、エステティシャンの能力養成と能

力試験を実施
⚫ エステティシャン指針

➢ エステティックの基礎的知識・技術、ホスピタリティ精神の尊重・接客マナー、
法令遵守

エステティック機器認証制度

⚫ 機器の安全性を確保
⚫ 認証プロセス

➢ 共通規格と個別規格が定められており、認定試験機関での「製品試験」、機械
の安全性や使用者への配慮を確認する「システム審査」（書類）を実施

➢ 認証判定委員会にて合格した製品に、機器認証シールを付与
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⚫ 事業者の業界団体への加入が部分的。業界標準・認証を策定するも浸透が課題。

⚫ 不当な契約による消費者トラブル等が増加中。業界標準・認証の必要性の高まりか
らJIS化に向けて原案を作成中。

エステティック業界での今後の展開可能性について

25

（今後の方向性・狙い）
• エステ業がわかりやすく広く理解され、差別化され、安心
安全な業態として普及するために、JISが事業者の健全
性を評価する基準として消費者だけでなく、ステークホル
ダーすべてに対して取引の基準とすること。

• 現在、JIS化に向けて業界標準・認証基準から原案を
作成中。消費者利益、脆弱な消費者への対応、会計
処理上での注意事項などを追加要件として盛り込む予
定。

• 各団体へのヒアリングを実施予定。対象は、同じ業界内
で適正に対応している団体、小規模団体、信販業界、
損害保険業界、広告宣伝等を予定。

（普及拡大に向けた取組案）
• 業界内での基準を統一したうえで、信販・損保・大規模
商業施設・情報産業（集客サイトおよび求人サイト
等）及び、地方自治体を含む行政機関等との理解と
協力を得て、まずは自己適合宣言をしている事業者等
とビジネスを行う予定。

（現状・課題）
• 業界団体への事業者加入は1割程度にとどまってい
る。事業者認証は300サロン程度。

• 認証マークを取得することで健全なサロンの保証を
狙ったが、業界内で認証が周知されなかったことや事
業者へのメリットが限定的であることから普及がなされ
ていない。

• その結果、特商法に関する法令遵守が曖昧で不正
な手法にて利益を追求する事業者が流入し、契約・
返金などの消費者トラブルが急増した。

• エステサービスに関する法的な参入規程もなく、業界
への参加も不要であり、団体に加入をせずともPRや
集客方法のノウハウがあれば認証を受けずとも事業が
成立する。
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【業界標準】家事代行サービス業界での活用イメージ例【類型A・C・F・G】

⚫ 業界独自の認証制度で、質の高いサービスを提供する仕組みが備わっていることを証
明。新たな市場の創出・発展促進へ。

（背景）
• ①価格が高い、②他人が家に入ることへの心理的抵抗、
③良いサービス提供者を判別しにくい、といった不安感に
より、サービスの利用が広がらない。

• 女性活躍の推進には家庭の負担軽減が必要とし、経産
省主導の下、安価で安心な家事代行サービスの利活用
を推進。

• 第三者性を確保するため、全国家事代行サービス協
会がスキームオーナーとなり、審査は第三者機関である
日本規格協会が担当。

（出典）家事代行業界の発展に貢献します｜一般社団法人全国家事代行サービス協会 (kaji-japan.com)

（目的）
• サービスの品質を評価・公表することで、利用者の効率
的、合理的な事業者選択に役立つ。

• あらゆる業態・規模の家事代行サービス事業者が、認
証制度によって利用者のサービス利用への不安を解消
することにより、家事代行サービス市場におけるプレゼンス
の向上を図る。

（標準化のメリット）
• 認証取得により、サービス事業者は、一般消費者、提
携先企業、潜在的パートナー企業等に対し、客観性・
信頼性をもって以下の情報を対外的に発信し、訴求す
ることが可能。
①質の高い家事代行サービスを提供する仕組みが備
わっていることの証明

②家事代行サービスに必要とされる三つの品質が備
わっていることの証明

• 認証制度により利用者のサービス利用への不安が改善
され、家事代行サービス市場の健全な発展に繋がる。

（標準化の概要）
• 家事代行サービス認証制度：家事代行サービスの三
つの品質（安全安心、機能同等性、接遇）を評価し、
公表。
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【参考】家事代行サービス業界での標準の活用イメージ例【類型A・C・F・G】

（出典）一般社団法人 全国家事代行サービス協会 http://kaji-japan.com/

【標準化の概要】

認証主体 ⚫ 全国家事代行サービス協会、日本規格協会グループ（審査）

認証対象

⚫ 12か月以上の家事代行サービス提供実績のある法人、かつ以下に該当する事業者
（シェアリングエコノミーでプラットフォームを提供する事業者は対象外）
➢ 事業の運営に関わり違法行為を行っていない
➢ 公序良俗に反する事業を行っていない
➢ 反社会的勢力及び団体と関係を有していない

認証範囲
⚫ 申請者からの要請に応じて本社を含む複数店舗に対して一括して認証を付与
⚫ 一般的な家事を超えたサービス内容を含まない、定期サービス、スポットサービス

有効期間 ⚫ 3年間（但し、1,2年目に書類によるサーベイランス審査有）

認証基準 ⚫ 家事代行サービスの品質保証 ー 家事代行サービス提供者に対する要求事項 ー

認証の公表 ⚫ 全国家事代行サービス協会のHPで公表
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家事代行サービス業界での今後の展開可能性 （業界団体の検討状況）

家事代行サービスに従事するスタッフに必要な能力の明確化等を通じて、より多くの顧客
が家事代行サービスを利活用できる環境を整備

2929

（今後の方向性・狙い）
• より多くの顧客が安心して家事代行サービスを利活用で
きる環境を整備するため、家事代行サービスに従事する
スタッフに必要な能力の明確化等(JIS化/ISO規格化
を含む)について検討。

• 外国人材を含めスタッフ本人にとっても自信を持ってサー
ビスを提供できる環境づくりを目指す。

（普及拡大に向けた取組案）
• 現行の特区制度で活用するフィリピン人スタッフのみな

らず、第2・第3の国からのスタッフ受入も視野に、アジア
規模での家事代行サービス協会を立ち上げ、スキルの横
展開を図ることも考えられる。

（現状・課題）
• 人手不足等が進展する我が国において、働く人がライフ
イベントやキャリア形成を両立する上で家事負担の軽減
等は企業における多様な人材の活躍を後押しする観点
から重要。

• 2023年の経産省の調査では「家事代行サービスを利
用している」は1.8％にとどまっている。これは費用に加え
て、他人が家の中に入ることへの抵抗や、セキュリティ・プ
ライバシーへの不安、といった心理的抵抗感が大きな要
因。

• サービス利用に対する不安を解消するため、業界認証
制度を創設したが、認証取得率は低く、更なる普及が
必要。

• 家事代行サービスの国内における需要創出と利用基盤
の整備も必要である。

（出典）https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000379.pdf
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【参考】ブロックチェーン業界での活用イメージ例【類型C・E・F・G】

【標準化の概要】

フィジカルなモノと紐付いたトークンの取引方法の標準化の要件（例）

（出典）JCBI「デジタル上でトークンを介して契約に基づき適法かつ継続的にコンテンツの権利を許諾等するための標準化」

標準規格案 求められる要件 ステータス

トークン上の契約
条件の記録方法・
内容の標準化

• 権利の譲渡、利用許諾等に関する必要な契約条件が、ブロックチェーン（トークン）上
に記録

• ブロックチェーン（トークン）に記録される契約条件その他の情報、及びその記載方法
がある程度統一

• 記録された契約条件が、ブロックチェーン上で公開され、利用者が参照可能

ISO提案へ向けて、
標準規格案に準じた
プロトタイプを実装
して実証する事業を
実施中。

デジタル上で完結
するトークン、及
びフィジカルなモ
ノと紐付いたトー
クンの取引方法の
標準化

• トークンが現保有者から次の保有者に移転される際、次の保有者が契約条件に同意した
上でトークンを受領

• トークン関連事業者が、「トークンの次の保有者が、現保有者が指定した者であるこ
と」の本人確認を行う

• トークン関連事業者が、トークンの次の保有者に対して、契約条件を表示し、その同意
を得た上で移転に関する契約を成立

• トークンが、上記の本人確認及び契約成立の後、次の保有者のウォレットに移転

今後のISO提案に向
けて、継続検討中。
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サービス分野で標準の活用が進まない背景・課題

＜標準化のメリットが見えない＞

⚫ どのような内容で標準化を進めれば、企業にメリットが生じるか
分からない。

⚫ 標準の活用・普及の仕方がわからず、ニーズが発生しない。

⚫ 会員企業からのニーズが見えないため、業界団体としての優先度
が上がらない。

⚫ 手続きが煩雑でコストがかかり、労力をかけた分のリターンが見え
ない。

⚫ 標準化活動の前提となるインセンティブを整備、可視化する必要
がある。

＜ニーズに合わない規格＞

⚫ 関係者にニーズのない規格は普及しない。

⚫ 要求事項が多く、費用を含めた対応コストが高すぎると普及しない。

⚫ ニーズのある業種を特定し、規格を作ることを理解したうえで攻め
ていくべき。

＜合意形成が困難＞

⚫ 悪質事業者は排除したいが、自分たちのビジネスモデルは維持した
いという思いから、総論賛成、各論ネガティブとなり、業界内コンセ
ンサスが難しい。

＜対応力不足＞

⚫ 事業者の人材や資金不足、それによる認証が困難という印象

⚫ 業界団体等へのヒアリング、基本政策部会、第１・２回WG及び事前説明の意見を整理すると、サービス産
業での標準化・規格の普及が進まない要因としては、例えば以下のような背景・課題がある。

＜認証スキームの特定＞

⚫ 認証を取得する側のビジネスもだが、与える側のビジネスも成立し
ないといけない。価格設定と品質のバランスが重要となる。ビジネス
の枠組みの検討が必要である。

＜認証を取るメリットが不明確＞

⚫ 認証を取得することで得られるメリットやビジネスとしてどう役立つ
かが見えないと、活用は進まない。

⚫ 認証がなくても業務ができているので、積極的に導入しない。

＜小規模事業者等への情報発信・周知＞

⚫ 団体に加入していない小規模事業者等は規格の情報を得る機会
がなく、規格の周知が困難。

＜ステークホルダー及び消費者への情報発信・周知＞

⚫ 関係者の巻き込み不足・認識不足、標準化前段階における周知
不足

⚫ 一般国民が理解できる方法での情報発信の不足

＜海外企業やグローバルな事業者への普及＞

⚫ 海外への普及啓発を進める場合、現地の文化や考え方の違いが
障壁になる場合がある。

⚫ グローバルに生産拠点やサプライチェーンを有する事業者に対しては、
ISOでないと普及が難しい。

⚫ 海外の提携事業者と共同で独自の試験方法を採用している場合
は参入が難しい。
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標準化の事前検討段階でのポイント

⚫ 事前検討段階では、業界の市場状況、抱えている課題・ニーズを明確化し、その対応策の一つとして「標準
化」が適当かを検討するとともに、関係者間において規格活用にむけた意識共有を図ることが重要。

⚫ 業界の市場状況、課題・ニーズに合った目的設定

– 業界の現状分析を踏まえ、ｐ8の標準活用の7類型を参考にしつつ、標準化の目的を明確化する。

（標準化は目的達成のための一つの「手段」であり、手段として「標準化」が適切か、併せて検討が必要）

– 例えば、市場の成熟度に応じて、標準化の目的は異なる。

①新しい市場の場合

✓ 新市場創出・拡大、市場の信頼性確立（悪質サービスの回避、安全・品質担保）、
生産性向上（協調領域の設定による競争領域の限定）

②一定程度成熟した市場の場合

✓ 品質や新しい評価軸による差別化（評価の尺度）、新たに生じた課題の解決

⚫ 関係者間での規格活用に向けた意識共有

– 事前検討段階から、関係者（事業者、業界団体、消費者団体、流通業者、認証機関、関係省庁・
自治体、有識者等）で、標準化の目的が、関係者間の課題感・ニーズに合致していることを確認すると
共に、規格活用（・認証取得）に向けた意識共有を進めていくことが重要。

– 規格の内容に加え、関係者の意向が反映され、規格が策定されたというプロセス・座組が重要。特に顧
客・需要家側からの要求は規格活用・認証取得の大きな誘因であると同時に、共創によりサービスの発
展に貢献しえることから、その関与は必須。
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規格発行後段階でのポイント

⚫ サービス提供者等に対する普及活動

– 原案作成団体等による事業者への広報（セミナー開催、講演、ポスター、出展、メディア発信等）

– 原案作成団体等による規格に関する表彰制度（事業者への周知、モチベーション向上）

– 規格・認証の活用のコンサルティング（ビジネス展開）

⚫ 規格活用に価値を持たせる上で必要な顧客・消費者を対象とした普及活動

– 認証マークの活用（消費者が目にする機会の拡大）

– 一般消費者が理解しやすい方法での情報発信（SNS、動画等の活用）

⚫ 関連事業者・民間機関との連携

– 流通事業者、情報媒体、保険会社等との連携

⚫ 国・自治体での活用

– 法令・ガイドラインでの参照・参考、調達基準への適用、補助金の採択要件化

⚫ 海外やグローバル企業への普及

– ISO/IEC規格化による海外展開、国際的なフォーラム標準化

⚫ 規格開発後、その規格をさらに普及させるためには、規格発行後の普及活動も重要。サービス提供者側に対
しての原案作成団体による広報は当然として、顧客側へのアプローチも必要。（以下は例示）

※サービス提供者・顧客等の団体の代表者は、事前検討段階から関係者として参加しているのが前提であり、上記活動は、会員企業等への更なる普及啓発を想定している。



（参考）入門ガイド（マニュアル）活用のポイント・今後の課題

入門ガイド（マニュアル）活用のポイント

１．サービス規格作成の流れ

⚫ JISのサービス規格（JIS Y部門）について、その概念を示すとともに、その作成の手順を提示。

⚫ 具体的には、 ７つの活用類型を参考とした標準化の目的の明確化、規格での要求事項の抽出、適用範囲
の設定、原案作成という流れを解説。

⚫ これにより、サービス規格作成に初めて取り組む者としても、サービス分野での標準化のメリットを理解し、目的
を明確化した上で、原案作成に着手できることが期待される。

２．サービス規格の構成要素・参考規格

⚫ サービス規格（JIS Y部門）の構成要素・解説、各構成要素の参考規格を提示。

⚫ これにより、新規に原案を作成する場合に参照できるだけでなく、既存の業界規格を元にJIS原案を作成する
場合も、構成要素を比較することで、JIS規格化する上で追加すべき構成要素を抽出できる。

⚫ 構成要素を追加する際は、各構成要素ごとの記載すべき事項や考慮点、留意点、参考規格（JIS、ISO）
を参考にすることで、円滑な原案作成の促進が期待される。

今後の課題

⚫ サービス規格の事例が少ない中、サービス品質の測定手法、適合性評価手法が十分確立されていない。

⚫ 今後、サービスの品質やその評価方法の規格化を進めるには、その考え方の整理を進めていく必要がある。
42
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（参考）サービス規格作成のための入門ガイド（マニュアル）

⚫ サービス規格作成の基本的な流れやポイント、注意事項などを分かりやすく説明した規格作成の実務者用の
マニュアルを分科会にて作成。                                          
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活用された規格例②JIS Z 2305（非破壊試験技術者）

⚫ 団体間での規格を整合、統一化し、さらに一元化。多様な産業に活用される汎用性

（目的）
• 同一の規格に従って行う検査に対し、誰が行っても同じ結果
が得られるよう、非破壊試験技術者の技術レベルを一定に
する。

• 製造時における非破壊検査は品質保証が主目的で、供用
中における非破壊検査は予防保全や寿命評価を主目的と
している。

（標準化のメリット）
• 検査基準を一定にすることで、製品品質及び技術者レ
ベルを担保。

• 見逃し等のミスの低減、製造時及び供用中における検
査時間を大幅に短縮。

• 機械・構造物における安全確保や補修の計画が精度よ
くできる。

（背景）
• 非破壊試験結果の精度は、非破壊試験技術者の技量に
因りばらつく。日本非破壊検査協会（JSNDI）は関連団
体と連携して日本非破壊検査協会規格（NDIS）・JIS・
ISOにより規格化し、検査技術の標準化とその普及を推進。

（標準化の概要）
• JIS Z 2305は規格化が可能な製品分野（鋳造、鍛造、
溶接、管、鋳造を除く圧延製品等、複合材料等）、工業
分野（製造、供用前・供用期間中試験（製造を含む。）、
鉄道保守、航空宇宙等）を規定。

• JSNDI非破壊試験技術者認証制度は、その内の「供用
前・供用期間中試験（製造を含む。）」分野を対象。

• 現状、約9万件の資格を発行し、約5万人が有資格者。

（普及啓発のための工夫・方策）
• 世界各国で実施されている技量認証制度を国際整
合化。

• JIS Z 2305の制定に伴い、協会規格NDIS 0601、 
NDIS J001による制度をJIS Z 2305に基づく認証
制度へ融合、一元化。

• 各産業やセクターに分けるのではなく、汎用性の高い
セクターに一本化して幅広い産業で活用。
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活用された規格例④ISO56002（イノベーション・マネジメントシステム）

⚫ 国内団体が、ビジネス化を含め、精力的に普及啓発を実施

（標準化の概要）
• 既存組織の状況を踏まえ、リーダーシップの下でイノベー
ションのためのコミットメント、ビジョン、戦略、方針が示さ
れる。それに基づき機会に関する意図を整理、イノベー
ションのための試行錯誤を行い、イノベーションによって新
たな価値を創造。その活動を計画、支援体制を構築、
評価、改善していくプロセスをIMSで定める。

（標準化のメリット）
• 個人ではなく、組織としてイノベーションに関する活動に
取り組むことができる。

• 経済産業省が示すイノベーション創出のための行動指
針に準じた活動が可能。

• 組織の成長、競争力の向上に繋がる。
• 失敗から学びうることをカルチャーにすることができる。
• 社内外からイノベーションに積極的な会社であると認識
されることで信頼性の向上につながる。

• コスト削減による生産性・リソース効率の向上

（背景）
• 既存組織からイノベーションを起こす活動が世界各国で
近年加速。①既存事業や経営の慣習・常識がイノベー
ション活動を阻害し、本業を持つ組織からイノベーション
が起こりにくいという問題意識が生まれ、②各国に実践
的な知恵が蓄積したことにより、国際規格 ISO56002
を策定。

（目的）
• 企業の一連のイノベーションの活動をサポートする戦略・
システムの管理を体系的に行うIMS（イノベーション・マ
ネジメントシステム）を組織に導入し、組織としてイノベー
ションを起こし続け、効率的なイノベーション創出を可能と
する。

（普及啓発のための工夫・方策）
• IMSの規格開発を行う国内審議団体（Japan 

Innovation Network）が国内の意見を集約し、規格
開発・国際交渉を推進。

• 企業の経営者、ミドル層へのセミナー・コンサルティングサー
ビス等を通じたIMSの打ち込み

• IMSをリードするプロフェッショナル人材育成の検討
• 中小企業・自治体（行政）への普及の検討
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⚫ 業界団体等へのヒアリングを整理するとデジュール標準化する上でのメリット、注意点とし
ては、以下が挙げられる。

（参考）デジュール標準（JIS・ISO・IEC等）策定のメリット・注意点

【メリット】

⚫ デジュール標準化のプロセスで広く関係者が規格作成に参画し、意向を反映して国家規格・国際規格として
発行されることで、より信頼性を獲得できる。

⚫ 国や地方公共団体等の法令、ガイドライン、調達基準としてJISが使われる傾向にある。

⚫ ISO・IEC規格化・活用により、海外市場・事業者・投資家等へのアクセス向上が期待できる。

⚫ JISの実績により、円滑なISO・IEC提案に繋がり得る。

⚫ （デジュール標準に限らないが）規格化に向けた“プロセス”として、課題認識をすり合わせ、事業価値の創造
の可能性についてコミュニケーションする標準化活動自体に価値がある。

【注意点】

⚫ 座組作りにおいて、JISではサービスの生産者（提供者）・使用者（ユーザー）・中立者の参画・人数バラン
スが求められ、ISO・IECでも広くステークホルダーの参画が必要。

⚫ 業界規格とJIS・ISO・IEC規格で構成要素が異なり、修正が必要なケースが多い。

⚫ 特定の業界団体だけでなく、他の機関が認証できるような規格とする必要あり。

⚫ 分野によっては、国際市場でISO・IEC規格ではなく、フォーラム・業界規格が中心であり、見極めが必要。




